
会議室５にて無料相談を実施

自宅　宗像市

困ったことは
何でも

ご相談下さい。

遺言、相続、離婚、その他お困りごと

宗像ユリックス 受付 13時～16時

行政書士合同事務所ロイテック 行政書士 伊藤弘幸

事務所　古賀市中央1-1-50

☎ 092-692-1151
携帯 090-7980-1240

2/7（水）・2/21（水）・3/9（金）

相談は 17 時まで
予約不要・先着順
お気軽にどうぞ

http://edesign-inc.jp E-mail info@edesign-inc.jp

相談・見積
 無料

住まいの事でお困りの際は 何でもお気軽にご相談下さい！住まいの事でお困りの際は 何でもお気軽にご相談下さい！
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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

お知らせ

み
な
さ
ん
の
意
見
を
反
映

パ
ブ
リ
ッ
ク
・コ
メ
ン
ト

パ
ブ
リ
ッ
ク
・コ
メ
ン
ト

【
計
画
名
】

①
宗
像
市
子
ど
も
の
未
来
応
援

計
画
（
案
）

②
第
５
期
宗
像
市
障
が
い
福
祉

計
画
・
第
１
期
宗
像
市
障
が

い
児
福
祉
計
画
（
案
）

【
内
容
・
ポ
イ
ン
ト
】

①
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す

る
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め

の
計
画

▽
子
ど
も
の
将
来
が
生
ま
れ

育
っ
た
環
境
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
自
分
の
可
能
性

を
信
じ「
夢
と
希
望
」を
持
っ

て
成
長
で
き
る
よ
う
に
す
る

▽
子
ど
も
の
発
達
・
成
長
段
階

に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い

①
宗
像
市
子
ど
も
の
未
来
応
援
計
画
（
案
）

　

市
で
は
右
記
の
計
画
（
案
）
に
、
広
く
市
民
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
、市
民
意
見
提
出
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
）
を
実
施
し
ま
す
。
寄
せ
ら
れ
た
意
見

は
必
要
に
応
じ
、
同
計
画
に
反
映
し
ま
す
。
そ
の
結
果

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま
す
（
氏
名
な
ど

の
個
人
情
報
は
非
公
開
）。

■
問
い
合
わ
せ
先

①
子
ど
も
育
成
課　

☎（
36
）１
２
１
４

②
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係　

☎（
36
）３
１
３
５

②
第
５
期
宗
像
市
障
が
い
福
祉
計
画
・

　

第
１
期
宗
像
市
障
が
い
児
福
祉
計
画
（
案
）

「
つ
な
ぎ
」、
教
育
と
福
祉
と

の
「
つ
な
ぎ
」、
関
係
行
政

機
関
、
企
業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市

民
活
動
団
体
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
の
「
つ
な
ぎ
」
を
実

現
す
る

②
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
障
害

児
通
所
支
援
、
相
談
支
援
な

ど
の
推
進
を
図
る
た
め
の
計

画
▽
支
援
種
類
ご
と
の
必
要
量
の

見
込
み
と
確
保
の
方
策

▽
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
項
な
ど

▽
計
画
期
間
は
平
成
32
年
度
ま

で
の
３
年
間

　市が作成中の都市計画原案の縦覧を実施し
ます。意見書の提出が可能です。
●項目　道の駅むなかた地区地区計画の変更
　　　　（宗像市決定）
●概要　周辺の自然環境や歴史資産と連携し
　　　　た、観光・商業施設の立地を促進し、
　　　　観光の振興を図る場にふさわしい機
　　　　能を備えたゆとりある良好な観光・
　　　　物産・交流地区としての土地利用を
　　　　図るため、地区計画の区域を変更す
　　　　るもの
●縦覧期間　２月２日（金）～同15日（木）
　　　　　　8:30～17:00
＊土・日曜日、祝日を除く

都市計画原案の縦覧

【
意
見
提
出
期
間
】

①
２
月
１
日
（
木
）
～
３
月
２

日
（
金
）

②
２
月
５
日
（
月
）
～
３
月
６

日
（
火
）

【
閲
覧
場
所
】

▽
①
子
ど
も
育
成
課
（
西
館
１

階
）

▽
②
福
祉
課
（
北
館
１
階
）

▽
①
、
②
共
通

　
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所

本
館
１
階
）、
大
島
行
政
セ

ン
タ
ー
、
宗
像
ユ
リ
ッ
ク

ス
、
各
コ
ミ
セ
ン
、
メ
イ

ト
ム
宗
像
、
市
ＨＰhttp://

w
w
w
.city.m

unakata.
lg.jp/

→
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
」
→
「
募
集
中
の

案
件
」

＊
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
メ
イ
ト
ム

宗
像
で
は
資
料
の
貸
し
出
し

も
可

【
提
出
要
件
】

　
市
民
か
、
市
に
通
勤
・
通
学

す
る
人
、
事
業
所
な
ど
を
持
つ

人
、
計
画
案
に
利
害
関
係
が
あ

る
人

【
意
見
提
出
方
法
】

　
①
住
所
②
氏
名
③
電
話
番
号

④
市
外
の
人
は
通
勤
先
な
ど
市

と
の
関
係
や
利
害
関
係
の
有
無

を
明
記
（
様
式
は
自
由
）
し
て

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４ 

９
２
／
住
所
不
要
／
①
子
ど

も
育
成
課
、
②
福
祉
課
あ
て

▽
ＨＰ
（
前
述
）

▽
FAX
（
37
）
３
０
４
６

＊
計
画
と
関
わ
り
が
な
い
も

の
、
意
見
提
出
で
氏
名
な
ど

必
要
事
項
の
記
載
が
な
い
も

の
、
第
三
者
の
正
当
な
権
利

を
侵
害
す
る
意
見
な
ど
は
、

こ
の
手
続
き
を
適
用
せ
ず
、

公
表
を
し
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す

＊
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん

●縦覧場所　都市計画課（本館２階）
●意見書の提出
　区域内の土地所有者と利害関係者
＊意見書の様式例は縦覧場所で入手

可
●提出締切日　２月22日（木）
●提出先　都市計画課
▽郵送＝〒811-3492／住所不要
＊提出締切日消印有効
▽ FAX（37）1242
▽窓口

■問い合わせ先
　都市計画課　☎（36）1484

「児童三手当」と
「宗像市公費医療費支給制度」

（＊１）公務員は勤務先から支給
（＊２）小学１年生以上で「ひとり親家庭等医療費支給制度」に該当する人や、３歳〜小 
　　　 学６年生で「重度障害者医療費支給制度」に該当する人は、このいずれかの制 
　　　 度で助成を受けられるため、同制度には該当しません

（＊３）65歳以上の人（65歳に到達後の翌月初日）は、後期高齢者医療制度に加入が条件

　家庭などの生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で
応援し、健康の向上と福祉の増進を図る制度です。支給を受けるには、下表の内
容のほかに、支給要件や所得など一定の条件があります。
＊児童三手当の「平成29年度の現況届」、ひとり親家庭等医療費支給制度の「平
　成29年度更新申請書」を未提出の人は早めに提出を

名称 主な内容

児童手当
０歳から中学３年生（15歳到達後の最初の３月31日）までの
子どもを看護・養育している人に、年３回（６、10、２月）
前月分までの手当を支給（＊１）

児童扶養手当

父母の離婚や死亡、父母の障がいなどで、ひとり親家庭などに
なった場合、18歳到達後の最初の３月31日（法で定める一
定の障がいがある場合は20歳未満）までの児童を監護・養育
している人に、年３回（４、８、12月）前月分までの手当を
支給

特別
児童扶養手当

一定の障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、
対象児童を監護・養育している人に、年３回（４、８、11月）
前月分（11月は当月分）までの手当を支給

児童三手当 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

名称 主な内容

子ども医療費
支給制度

０歳から中学３年生（15歳到達後の最初の３月31日）までの
子ども（＊２）を対象に医療費を助成。中学生は入院のみ。
３歳に到達する日の翌月初日から一部自己負担あり

ひとり親家庭等
医療費支給制度

父母の離婚や死亡、父母の障がいなどで、ひとり親家庭など
になった場合、18歳到達後の最初の３月31日までの児童と、
その児童を監護・養育している人に医療費を助成。一部自己
負担あり

重度障害者
医療費支給制度

重度の障がいのある３歳以上（３歳に到達する日の翌月初日）
の人（＊３）に医療費を助成。一部自己負担あり

宗像市公費医療費支給制度 原則として、申請した日の属する月の初日
から助成されます。

■問い合わせ先　子ども家庭課子ども家庭係　☎（36）1151

子育てを
応援！


